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鉄骨組立作業中、梁から墜落

【災害の概要】

工事の種類：鉄骨鉄筋コンクリート造建築工事

災害の種類：墜落

被　災　者：１人（死亡）

【発生状況】

この災害は、２階建て店舗新築工事におい

て鉄骨の組立て中、高さ８ｍの梁上でＣ形鋼

材を運搬していた作業者が足を踏み外し墜落

したものである。

当日は複数班で作業が行われており、被災

者たち６人の作業班は、現場責任者からＣ形

鋼および筋交鋼材の取り付けを指示されてい

た。

このため被災者は、梁上で仮置き場所から

取付け位置までＣ形鋼を運搬する作業に従事

していたところ、作業開始約２時間後、Ｃ形

鋼（断面形状100×50×20㎜、長さ約４ｍ、重

さ約16㎏）を両手に抱え移動していたとき墜

落した。

梁の幅は10㎝であった。

当日は別の作業班が当現場責任者から防網

を張るよう指示されていたが、張っていなか

った。

また、当時梁には親綱は設置されていたも

のの、被災者は安全帯を使用していなかった。

なお、当現場責任者が建築物等の鉄骨の組

立て等作業主任者であったが、複数班による

作業を並行指揮していたため、被災者たちの

班の作業からは離れていた。

被災者は当日現場に入場したばかりであっ

た。

【原因】

１　狭い梁上で運搬作業を行っていたこと。

２　指示された防網を設置せず、また指示後

防網設置を確認していなかったこと。

３　親綱を設置していたにも関わらず安全帯

を使用していなかったこと。

４　建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者が、

安全帯の使用状況の監視、作業の直接指揮

等、作業主任者としての職務を十分行って

いなかったこと。

５　新規入場者に作業方法や作業手順に関す

る安全衛生教育を実施しないまま就業させ

たこと。

【対策】

１　鉄骨組立作業の際は、事前に墜落の危険

性等の問題点、作業方法、作業床の設置等

について把握、検討し、適切な計画を策定

すること。

２　鉄骨組立作業における防網設置、安全帯

使用を徹底すること。

３　作業の直接指揮、安全帯使用の確認等建

築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務

を確実に行わせること。

４　新規入場者に作業内容、作業方法、作業

手順、安全対策、順守事項等について安全

衛生教育を実施すること。


